
令和６年４月１日適用 使用料の改定内容（料金改定部分のみ抜粋） 

 

（１）角田市市民センター使用料 
           単位：円 

       時間区分 

 

 

 

 使用区分 

現行 改定後 

午前 午後 夜間 
午前・ 午後・ 

全日 午前 午後 夜間 
午前・ 午後・ 

全日 
午後 夜間 午後 夜間 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時３０

分まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時３０

分まで 

午前９時

から午後

９時３０

分まで 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時３０

分まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時

から午後

９時３０

分まで 

午前９時

から午後

９時３０

分まで 

ホール 

非

営

利 

平日 7,920 10,560 9,240 18,480 19,800 27,720 10,890 14,520 12,700 25,410 27,220 38,110 

土曜日・

日曜日・

休日 

9,900 13,200 11,550 23,100 24,750 34,650 13,610 18,150 15,870 31,760 34,020 47,630 

営

利 

平日 39,600 52,800 46,200 92,400 99,000 138,600 54,450 72,600 63,500 127,050 136,100 190,550 

土曜日・

日曜日・

休日 

49,500 66,000 57,750 115,500 123,750 173,250 68,060 90,750 79,370 158,810 170,120 238,180 

ホワイエ 
非営利 

 
1,480 1,980 1,730 3,460 3,710 5,190 

営利 7,420 9,900 8,660 17,320 18,560 25,980 

ミーティ

ング室 

非営利 
 

990 1,320 1,150 2,310 2,470 3,460 

営利 4,950 6,600 5,770 11,550 12,370 17,320 

 

 

 

（２）角田市都市公園使用料（屋内温水プール使用料、市民ゴルフ場使用料、あぶくまパークゴルフ場使用料） 

公園名 施設名 使用区分 現行 改定後 

角田中央

公園 

角田市屋内 

温水プール 

個人使用 １人１回につき 

一般・学生 550円 700円 

高校生 330円 420円 

小学生・中学生 220円 280円 

回数券（１１回券） 

一般・学生 5,500円 7,000円 

高校生 3,300円 4,200円 

小学生・中学生 2,200円 2,800円 

３か月券 

一般・学生 10,010円 12,740円 

高校生 5,940円 7,560円 

小学生・中学生 4,070円 5,180円 

貸切使用 １コース１時間当たり 2,200円 2,800円 

阿武隈川

緑地 

角田市民ゴ 

ルフ場 
コース使用料 

４月１日から 

１１月３０日まで 

１８ホール 
平日 2,250円 2,810円 

土・日・祝日 4,030円 5,030円 

９ホール 
平日 1,620円 2,030円 

土・日・祝日 2,670円 3,330円 

早朝９ホール 
平日 1,480円 1,840円 

土・日・祝日 2,530円 3,150円 

    
１２月１日から 

３月３１日まで 

１８ホール 
平日 1,940円 2,430円 

土・日・祝日 3,200円 3,990円 

９ホール 
平日 1,100円 1,370円 

土・日・祝日 2,150円 2,690円 

あぶくまパー

クゴルフ場 

個人使用 １人１回につき 
高校生以上 450円 500円 

小学生・中学生 220円 250円 

回数券（１１回券） 
高校生以上 4,500円 5,000円 

小学生・中学生 2,200円 2,500円 

※指定管理者が市長の承認を得て、新料金の範囲内で使用料を設定するため、新料金と実際の使用料が異なる場合があります。 

 



（３）角田市総合体育館使用料 

・全部貸切使用           単位：円 

区分 使用目的 

現行 改定後 

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日 

午前９時～

正午 

午後１時～

午後５時 

午後６時～

午後９時 

午前９時～

午後９時 

午前９時～

正午 

午後１時～

午後５時 

午後６時～

午後９時 

午前９時～

午後９時 

競技場 

入場料を

徴収しな

い場合 

アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

高校生以下 1,320 1,810 2,800 5,930 1,710 2,340 3,620 7,670 

一般・学生 2,800 3,630 5,610 12,040 3,630 4,700 7,270 15,600 

その他の催物に使用する場合 49,500 66,000 99,000 214,500 18,150 23,500 36,350 78,000 

入場料を

徴収する

場合 

興行を目的と

しない場合 

※料金改定後

区分削除 

アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

8,250 11,550 16,500 36,300 10,690 14,970 21,380 47,040 

その他の催物

に使用する場

合 

82,500 115,500 165,000 363,000 53,450 74,850 106,900 235,200 

興行を目的とする場合 

※料金改定後区分削除 
247,500 330,000 495,000 1,072,500  

柔道場 490 660 990 2,140 600 800 1,200 2,600 

剣道場 490 660 990 2,140 600 800 1,200 2,600 

 

・一部貸切使用（１時間当たり）       単位：円 

区分 使用目的 

現行 改定後 

使用区分 使用区分 

照明設備 
アリーナ 

半面 

アリーナ 

１／３面 

アリーナ 

１／１２面 
照明設備 

アリーナ 

半面 

アリーナ 

１／３面 

アリーナ 

１／１２面 

競技場 
アマチュアスポーツに使

用する場合 

高校生以下 

使用しな

い場合 
330 160 100 

使用しな

い場合 
420 200 120 

使用する

場合 
490 330 110 

使用する

場合 
580 370 130 

一般・学生 

使用しな

い場合 
490 330 110 

使用しな

い場合 
630 420 140 

使用する

場合 
990 660 220 

使用する

場合 
1,130 750 250 

   

・個人使用   単位：円 

使用区分 現行 改定後 

トレーニング室 
高校生以下・６５歳以上 １人１回 100 １人１回 150 

一般・学生 １人１回 200 １人１回 300 

 

・照明設備使用料（１時間当たり）    単位：円 

区分 使用目的 

現行 改定後 

使用区分 使用区分 

全灯 １／２灯 １／３灯 全灯 １／２灯 １／３灯 

競技場 

入場料を

徴収しな

い場合 

アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

高校生以下 660 490 330 660 490 330 

一般・学生 1,320 660 490 1,320 660 490 

その他の催物に使用する場合 1,650 820 660 1,650 820 660 

入場料を

徴収する

場合 

興行を目的と

しない場合 

※料金改定後

区分削除 

アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

1,650 820 660 1,650 820 660 

その他の催物

に使用する場

合 

3,300 1,650 1,150 3,300 1,650 1,150 

興行を目的とする場合 

※料金改定後区分削除 
6,600 3,300 2,310  



（４）角田市郷土資料館観覧料 

区分 

現行 改定後 

一般 高校生 一般 高校生 

個人 団体 個人 個人 団体 個人 

企画展示 
５５０円以内で

市長の定める額 

４４０円以内で

市長の定める額 

３３０円以内で

市長の定める額 

７００円以内で

市長の定める額 

５６０円以内で

市長の定める額 

４２０円以内で

市長の定める額 

備考 「団体」とは、２０人以上で観覧する場合をいう。   

 

 

 

（５）角田市中央広場使用料 

使用区分 現行 改定後 

中央広場の全部（芝生広場及び駐車

場を含む。）を独占して使用する場

合 

１日につき ３,５８０円 １日につき ３,６４０円 

中央広場の一部

を独占して使用

する場合 

多目的広場 １日につき ２,０１０円 １日につき ２,０５０円 

南口広場 １日につき ８２０円 １日につき ８３０円 

西口広場 １日につき ７５０円 １日につき ７６０円 

 

 

 

（６）角田市本町パーク使用料 

使用区分 現行 改定後 

本町パークの全部を独占して使用す

る場合 
１日につき ２,５５０円 １日につき ２,６００円 

本町パークの一

部を独占して使

用する場合 

イベント広場 １日につき １,６９０円 １日につき １,７２０円 

憩いの広場 １日につき ８６０円 １日につき ８８０円 

 

 

 

（７）学校施設等（旧学校含む）の開放事業（体育館・武道館）の受益者実費負担【新規】 

区分 利用頻度 維持費（年額） 

Ａ 週３回以下の利用 ３０，０００円 

Ｂ 週２回以下の利用 ２０，０００円 

Ｃ 週１回以下の利用 １０，０００円 

※緩和措置として、令和６年度に限り利用頻度に関わらず年額５，０００円。 


